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今後の電力・ガス政策の方向性について

 第五次エネルギー基本計画の策定に向け、本年3月に開催した本小委員会において、
今後の電力・ガス政策のあり方についてご議論いただいたところ。

 本小委員会での議論結果も踏まえつつ、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会
の議論を経て、7月3日に第五次エネルギー基本計画が閣議決定された。

 本日は、第五次エネルギー基本計画を踏まえ、電力・ガス政策における今後の検討の
方向性について改めてご議論をいただきたい。
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①将来に向けたゼロエミ電源・インフラ投資の実現

 電力システム改革を進める上では、更なる競争活性化と安全性や安定供給の確保、
環境適合等の公益的課題への対応を両立することが不可欠。

 現在検討中の容量市場など、競争が進展した環境下においても電源・インフラ投資を維
持・促進する仕組みの検討を進めていく。

第５次エネルギー基本計画（抜粋）
第２章 第２節 ７．エネルギーシステム改革の推進

・・・電気・熱の自由化から２年、ガスの自由化から１年が経過し、新規参入が増加し、また、新たなサービスメニューが
登場し、需要家の選択肢も拡大してきた。 こうした中で、競争の促進に加えて、安全性の確保や安定供給、再生可能エネル
ギーの推進を含む環境適合、さらに自由化の下での需要家間の公平性確保といった公益的課題にも対応・両立するため、パ
リ協定を踏まえた脱炭素化への取組の 必要性も念頭に、市場環境整備等に取り組む必要がある。

（１）電力システム改革の推進

・・・小売及び発電市場が全面自由化された結果、短期的なコスト競争力が追求される傾向が強まるとともに、諸外国と同
様、再生可能エネルギーの大量導入に伴う市場価格の下落等の影響により、発電所の維持・建設投資全体が過少となり、供
給力・調整力が不足する懸念がある。加えて、広域的な需給調整の実現による効率化といった課題も存在する。

こうした状況を踏まえ、今後、中長期的に適切な供給力・調整力を確保する容量市場や、電源の環境価値の取引を可能と
する非化石価値取引市場といった電源・インフラ投資が維持・促進される仕組みの創設や、調整力を広域的に調達・ 運用す
ることで需給調整の効率化を図る需給調整市場の創設に取り組む。

第３章 第４節 シナリオ実現に向けた総力戦対応

（２）世界共通の過少投資問題への対処

総力戦対応でエネルギー転換・脱炭素化を進めていく必要があるが、その際、エネルギー価格が変動する中での過少投資問
題への対処は避けて通れない。

・・・低炭素化・脱炭素化・分散化への試みは同時に着手しなければ、世界のエネルギー競争に劣後するリスクがある。こ
のため、困難な投資環境の中でも予見性を確保し、必要な投資が確保される仕組みを、着実に設計し構築していく。
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②再エネ大量導入時代の次世代ネットワークシステム構築

 再エネの大量導入に向けて、既存系統を最大限活用する「日本版コネクト&マネージ」
の具体化を早期に実現することが必要。

 また、ネットワークを取り巻く今後の環境変化を見据えて、次世代型の送配電NWへの
転換を促していくための環境整備が必要。

第５次エネルギー基本計画（抜粋）
第２章 第２節 ３．再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組

（４）系統制約の克服、調整力の確保
我が国の系統は、これまで主として大規模電源と需要地を結ぶ形で形成されてきており、再生可

能エネルギー電源の立地ポテンシャルとは必ずしも一致しておらず、再生可能エネルギーの導入拡
大に伴い、系統制約が顕在化しつつある。このため、今後、再生可能エネルギーの主力電源化を進
める上で、この系統制約を解消していくことが重要となる。

再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制を両立するためには、まずは既存系統の最
大限に活用することが有効であることから、欧州の事例も参考にしながら、「日本版コネクト＆マ
ネージ」の具体化を早期に実現する。その上で、２０３０年以降も見据えれば、なお一定の系統増
強が必要になると見込まれる。人口減少等に伴う需要減少や高経年化対策等の構造的課題に加え、
再生可能エネルギーの大量導入や分散型の拡大を始めとした環境変化を踏まえた次世代型の送配電
ネットワークに転換するため、ネットワークコスト改革を通じて、系統増強等に係るコストを可能
な限り引き下げるとともに、必要な投資が行われるための予見性確保等の環境整備を進めていく。
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③新技術（AI・IoT）を実装した分散型システム構築

 国内資源の限られた状況の中、エネルギー供給量の変動や価格変動に対応できるよう
な、多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造の実現が不可欠。

 AI・IoT等のデジタル技術によるシステムの高度化と、新技術を実装した分散型の新た
なシステムの構築を進めていく必要がある。

第５次エネルギー基本計画（抜粋）
第２章 第１節 ２．“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造”の構築と政策の方向

国内資源の限られた我が国が、社会的・経済的な活動が安定的に営まれる環境を実現していくためには、エネル
ギーの需要と供給が安定的にバランスした状態を継続的に確保していくことができるエネルギー需給構造を確立し
なければならない。そのためには、平時において、エネルギー供給量の変動や価格変動に柔軟に対応できるよう、
安定性と効率性を確保するとともに、危機時には、特定のエネルギー源の供給に支障が発生しても、その他のエネ
ルギー源を円滑かつ適切にバックアップとして利用できるようにする必要がある。

このような“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造”の実現を目指していく。

（４）需要家に対する多様な選択肢の提供による、需要サイドが主導するエネルギー需給構造の実現
需要家に対して多様な選択肢が提供されるとともに、需要家が、分散型エネルギーシステムなどを通じて自ら供

給に参加できるようになることは、エネルギー需給構造に柔軟性を与えることにつながる。
需要家が多様な選択肢から自由にエネルギー源を選ぶことができれば、需要動向が供給構造におけるエネルギー

源の構成割合や供給規模に対して影響を及ぼし、供給構造をより効率化することが期待される。
供給構造の構成が、需要動向の変化に対して柔軟に対応するならば、多層的に構成された供給構造の安定性がよ

り効果的に発揮されることにもつながる。
また、地産地消型の再生可能エネルギーの普及やコージェネレーションの普及、蓄電池等の技術革新、ＡＩ・

ＩｏＴの活用などにより、需要サイド主導の分散型エネルギーシステムの一層の拡大が期待される。
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④－１火力・燃料の低炭素化シフト

 エネルギーミックス実現のため、省エネ法や高度化法における規制的措置の実効性をより
高めていくことが必要。

 省エネ法の規制的措置の実効性を高めるために、まずは非効率な石炭火力（超臨界
以下）に対する、新設を制限することを含めたフェードアウトを促す仕組みを講じることと
している。この具体的な措置の在り方について検討が必要。

第５次エネルギー基本計画（抜粋）
第２章 第２節 ５．化石燃料の効率的・安定的な利用

（１）高効率石炭・ＬＮＧ火力発電の有効活用の促進

・・・温室効果ガスの排出を抑制する利用可能な最新鋭の技術を活用するとともに、エネルギーミックス及びＣＯ２
削減目標と整合する排出係数を目標としている電力業界の自主的な枠組みの目標達成に向けた取組を促す。このよう
な電力業界による自主的な枠組みに加えて、エネルギーミックスや我が国のＣＯ２削減目標を実現するため、省エネ
法や「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する
法律（高度化法）」において規制的措置を導入している。
・・・今後、これらの規制的措置の実効性をより高めるため、非効率な石炭火力（超臨界以下）に対する、新設を
制限することを含めたフェードアウトを促す仕組みや、２０３０年度に向けて着実な進捗を促すための中間評価の
基準の設定等の具体的な措置を講じていく。

・・・加えて、温室効果ガスの大気中への排出を更に抑えるため、ＩＧＣＣ・ＩＧＦＣ等の次世代高効率石炭火力発
電技術等の開発・実用化を推進するとともに、「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ」
（２０１３年４月２５日経済産業省・環境省）等を踏まえ、２０２０年頃のＣＯ２回収・有効利用・貯留（ＣＣＵ
Ｓ）技術の実用化を目指した研究開発、国際機関との連携、ＣＣＳの商用化の目途等も考慮しつつできるだけ早期
のCCS Ready導入に向けた検討や、国内における回収・輸送・圧入・貯留の一連のＣＣＳのプロセスの実証と貯留
適地調査等を着実に進めるなど、環境負荷の一層の低減に配慮した石炭火力発電の導入を進める。

こうした取組を通じて、石炭火力発電の高効率化・次世代化を推進するとともに、非効率な石炭火力発電（超臨界
以下）のフェードアウトに向けて取り組んでいく。
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◆新設の設備単位での発電効率

燃料種 発電効率（基準）
（発電端、HHV）

設定根拠

石炭 42.0％
経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転
開始をしている超々臨界（USC）の値を踏まえて設定

LNG 50.5％ 経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開
始をしているコンバインドサイクル発電の値を踏まえて設定

石油等 39.0％ 最新鋭の石油等火力発電設備の発電効率を踏まえて設定

◆既設含めた事業者単位での発電効率

（参考）火力発電に係る省エネ法の現行制度

①発電効率基準

・全火力発電設備（新設・既設ともに含む）の発電効率

平均※発電効率 44.3%以上

・燃料種別の発電効率（目標値）

石炭火力 41%以上 、 LNG火力 48％以上、石油火力 39％以上

燃料種別の発電効率目標値及び
エネルギーミックスにおける電源構成比をもとに設定

既存設備の
最高水準に相当
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④－２火力・燃料の低炭素化シフト(ガスについて)

 天然ガスはCO2排出量が最少の化石燃料であり、今後も重要なエネルギー源。パリ協
定の発効等により世界的に脱炭素化の流れが強まっている状況を踏まえた上で、クリー
ンな天然ガス利用を促進する総合的・戦略的な対応が必要。

 クリーンな天然ガスの利用促進を図る観点から、今後、産業の実態把握を進めつつ、課
題を抽出し、課題解決の方向性・取組を検討。

第５次エネルギー基本計画（抜粋）
第２章 第２節 ７．エネルギーシステム改革の推進

（２）ガスシステム改革の推進

ガスシステム改革については、電力システム改革と相まって、ガスが低廉・安全かつ安定的に供給され、
消費者に新たなサービスなど多様な選択肢が示されるガスシステムの構築に向け、小売の全面自由化、ＬＮ
Ｇ基地の在り方も含めた天然ガスの導管による供給インフラのアクセス向上と整備促進や簡易ガス事業制度
の在り方などの改革を実施するため、ガス事業法を改正し、２０１７年４月１日からガスの小売全面自由化
などを実施した。その結果、新規参入が拡大し、新たなサービスや料金メニューが出現するなど一定の成果
が出ている。

・・・ガスシステム改革の推進に当たっては、利用形態の多角化を促進することが重要な鍵となり、加えて、
クリーンな天然ガス利用を促進することが、脱炭素化を実現するまでの主力エネルギー源として重要な方向
性であり、総合的・戦略的な対応が今まで以上に求められる。

例えば、高効率なＬＮＧ火力発電所、環境調和性に優れたボイラー、エネルギー効率に優れた工業炉や熱
電併給により高い省エネルギーを実現する天然ガスコージェネレーション、系統電力需給ピークを緩和する
ガス空調や船舶等輸送分野での燃料利用の拡大、さらに、燃料電池への水素供給のための原料としての役割
も期待される。



⑤グローバル市場を見据えた国際競争力のある事業体制整備

 エネルギーシステム改革を推進するに当たり、事業者が産業競争力を強化し、グローバ
ル市場を開拓・獲得することは重要な目的の一つ。

 事業者のグローバル展開をさらに後押しするため、2030年以降も見据えた脱炭素化・
技術革新を踏まえた国内事業体制整備と国内制度改革の検討を進めていく。

第５次エネルギー基本計画（抜粋）
第２章 第２節 ７．エネルギーシステム改革の推進

我が国の電力、ガス、熱各エネルギー分野の供給構造は、市場ごとの縦割型産業構造という特徴を持っ
ていたが、技術革新による各エネルギー源の利用の高効率化や用途の多様化を受け、非効率的な資源配分の
仕組みとなっているとの問題意識の下で、三段階での電力、ガス、熱のエネルギーシステム改革を推進して
いる。

そのねらいは、安定供給の確保、料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大であ
り、また、産業競争力を強化し、さらには海外市場の開拓・獲得することにあった。

（１）電力システム改革の推進

・・・これらの取組に加えて、２０３０年以降も見据えた脱炭素化やデジタル化に係るイノベーションの
進展等も踏まえ、公益的課題への対応、競争との両立等を図っていくための検討、取組を進めて行く必要
がある。

・・・加えて、グローバル市場を見据えた国際競争力のある事業体制整備と国際連携を図るため、事業者
により進みつつあるグローバル展開を更に後押しする国内事業体制整備や制度改革の検討が求められる。
そうした中で、総合エネルギー企業の競争力強化と国際展開や、資源国や新興国との国際連携を推進して
いく。また、不確実性が高まる中であらゆる選択肢を追求できる人材・技術・産業基盤の維持・強化とと
もに、競争原理の導入やオープンイノベーション、戦略的資源投入などによる技術開発戦略を政府として
も再構築していくことが脱炭素化に向けて必要となる。
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⑥持続可能なシステムを支える人材・技術・産業基盤強化

 2030年以降を見据えた脱炭素化やデジタル化を踏まえ、持続可能なシステムを支える
人材・技術・産業基盤の強化を行う必要がある。

 また、競争原理導入・オープンイノベーション・戦略的資源投入などによる技術開発戦略
の再構築を行うことが脱炭素化には必要である。

第５次エネルギー基本計画（抜粋）
第２章 第２節 ７．エネルギーシステム改革の推進

（１）電力システム改革の推進

・・・これらの取組に加えて、２０３０年以降も見据えた脱炭素化やデジタル化に係るイノベーションの進
展等も踏まえ、公益的課題への対応、競争との両立等を図っていくための検討、取組を進めて行く必要があ
る。具体的には、将来の脱炭素化に向けては、従来以上に積極的な電源や送配電ネットワーク等へのインフ
ラ投資が必要となるが、不確実性が高まる中で投資判断の予見性を向上させ、過小投資を回避するため、こ
れらの投資が促進される仕組みの整備が求められる。また、ＡＩ・ＩｏＴ等の新たなデジタル技術等により
システム全体の高度化を進めるとともに、地域資源も活用した分散型ネットワークシステムに新技術を実装
し、新たなシステムを構築する。この際、こうした新たなシステムの開発を担うプレーヤーを多様化するこ
とが求められる。さらに、火力・燃料の低炭素化、脱炭素化を進めていくため、省エネ法や高度化法といっ
た規制的措置を導入しているが、これらの枠組みの実効性をより高めるため、非効率な石炭火力（超臨界以
下）に対する、新設を制限することを含めたフェードアウトを促す仕組みや、２０３０年度に向けて着実な
進捗を促すための中間評価の基準の設定等の具体的な措置を講じていくとともに、更なる脱炭素化に向けた
先進的な取組（次世代クリーン火力技術開発、Ｐ２Ｇ等）を進める。

・・・また、不確実性が高まる中であらゆる選択肢を追求できる人材・技術・産業基盤の維持・強化ととも
に、競争原理の導入やオープンイノベーション、戦略的資源投入などによる技術開発戦略を政府としても再
構築していくことが脱炭素化に向けて必要となる。
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